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奄美市農業委員会第３回定例総会議事録 

 

１．招集日時  令和６年３月２２日(金)  午前９時３０分～ 

 

２．招集場所  奄美市役所 ５階大会議室  

 

３．出席委員 

 

番号 氏  名 番号 氏  名 

 1 濱手  薫 9 岸田 国広 

   10 土浜 良二 

 3 日高 千夏 11  栄   和正 

 4 榮  清安 12 山田 正修 

 5 朝  郁夫 13 田中 幹雄 

 6 西  盛満 14 柿園 三十昭 

 7 里 義文   

 8 野﨑 清志 16 中棚 昭三十 

 

４．欠席委員   ２名 

  ２番 泉  義昭  １５番 大瀬 昭信 

 

５．議事に参与した者 

  事務局長兼住用分室長   池  秀 平   事務局次長  勝  裕 美 

  笠利支所主幹兼分室長   中村 幸信   笠利支所主幹 竹山 和幸 

  住用会計任用職員     朝井 光德 

 

６．報告事項 

 ・特になし 

 

７. 議事日程 

 (1) 会議録署名委員の指名について 

 (2) 会期の決定について 

(3) 議案について 

 

 



 

議 案 第 1 4号  農 地 法 第 ３ 条 の 規 定 に よ る 許 可 申 請 に つ い て  

議 案 第 1 5号  農 地 法 第 ５ 条 の 規 定 に よ る 許 可 申 請 に つ い て  

議 案 第 1 6号  非 農 地 の 認 定 に つ い て  

議 案 第 1 7号  奄 美 市 農 用 地 利 用 集 積 計 画 (利 用 権 設 定 の 合 意 解  

約 )の 決 定 に つ い て  

議 案 第 1 8号  奄 美 市 農 用 地 利 用 集 積 計 画 (利 用 権 設 定 )の 決 定 に

つ い て  

議 案 第 1 9号  奄 美 市 農 用 地 利 用 集 積 計 画 （ 中 間 管 理 機 構 ） の 決

定 に つ い て  

 



議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（岸田 会長） 

ただいまの出席委員は１４人、欠席者は２人で総会は成立いたしまし

た。 

これから、令和６年第３回定例総会を開会いたします。 

 

それでは、議事日程に入ります。 

 

 

≪日程第１≫ 

「会議録署名委員の指名」を行います。 

本総会の会議録署名委員には、１１番  栄 委員と １２番山田 委員 

のお二人を指名いたします。  

 

 

≪日程第２≫ 

「会期の決定」を議題といたします。 

本日の総会は日程通知のとおり、 議案第１４号から議案第１９号まで

の６件を予定しております。 

 

お諮りいたします。 

会期は本日１日としたいと思いますが、これにご異議ありま 

せんか。 

 

ご異議なしと認めます。 

 

よって、本総会の日程は本日１日と決定いたしました。 

 

本日の議案日程はあらかじめお配りしてありますとおりを予定としてお

ります。これにご異議ございませんか。 

 

ご異議なしと認めます。 

 

それでは直ちに議案等の審議に入りたいと思います。 

 

 

≪日程第３≫    

「議案第１４号 農地法第３条の規定による許可申請、№６～№１０につい

て」を議題といたします。  

 

事務局に議案の朗読と説明を求めます。 

 

 

 

 

 

 

 



事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（池 局長） 

議案第１４号、３条許可申請について 

１ページをお開き下さい。 

今月の農地法第３条の許可申請は５件で売買が２件、贈与が３件の申請で

ございます。 

 

 

２ページをお開き下さい。 

NO.６は，譲渡人が所有する奄美市住用町大字神屋の４筆の農地の申請で

す。 

農地区分は第２種農地であります。 

譲渡人の４筆の農地の合計面積は１,４２６㎡で贈与による所有権移転

の申請となります。 

また、農地取得後は、タンカンを栽培する予定であり、営農計画書も提

出されております。 

 

 

２１ページをお開き下さい。 

NO.７は，譲渡人が所有する奄美市住用町大字山間の１筆の農地の申請で

す。 

農地区分は第１種農地であります。 

譲渡人の１筆の農地の面積は１,１９４㎡で贈与による申請となります。 

また、農地取得後は、タンカンを栽培する予定であり、営農計画書も提

出されております。 

 

 

３３ページをお開き下さい。 

NO.８は，譲渡人が所有する奄美市名瀬大字西仲勝の１筆の農地の申請で

す。 

農地区分は第１種農地であります。 

譲渡人の１筆の農地の面積は４４９㎡で売買による申請となります。 

また、農地取得後は、野菜を栽培する予定であり，営農計画書も提出さ

れております。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

４番 

 

 

 

 

 

４５ページをお開き下さい。 

NO.９は，譲渡人が所有する奄美市住用町大字山間の１筆の農地の申請で

す。 

農地区分は第２種農地であります。 

譲渡人の１筆の農地の面積は３８０㎡で売買による申請となります。 

また、農地取得後は、タンカンを栽培する予定であり、営農計画書も提

出されております。 

また、譲受人につきましては宇検村湯湾の出身の方で所有地の農地の面

積につきましては奄美市には保有していないため、宇検村農業委員会に

確認をとれ、樹園地として農地台帳に記載されているとのことでした。 

農地の管理につきましても営農計画書で年１０万円の販売と記入されて

おりますが、これについては宇検村農業委員の報告によりますと樹園地

に植栽されているタンカンはまだ幼木であることでした。 

 

 

５７ページをお開き下さい。 

NO.１０は，譲渡人が所有する奄美市笠利町大字喜瀬の１筆の農地の申請

です。 

農地区分は第２種農地であります。 

譲渡人の１筆の農地の面積は５７７㎡で贈与による申請となります。 

また、農地取得後は、野菜を栽培する予定であります。 

 

以上５件でございます。 

 

 

（岸田 会長） 

それでは№６から順次、担当調査委員による譲受人、譲渡人、土地につ

いて順次調査報告お願いいたします。 

 

 

（榮 委員）譲受人についての説明 

 農地法３条による№６の案件について調査報告を行います。 

 ３月１８日月曜日、午後２時に譲受人、住用支所の朝井さん、私の３人 

 にて当該農地において申請内容の確認作業を行いました。 

 譲受人と譲渡人が叔父と甥の親類の関係性であり申請書に記載された所

在、地番、面積、贈与における所有権の移転等、申請内容に相違ない事

を確認いたしました。 

  



１２番 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４番 

 

 

 

 

 

 

 

４番 

 

 

 

 

 

 

 

４番 

 

 

４番 

 

 

 

 

（山田 委員）譲渡人についての説明 

 議案１４号農地法第３条の規定による№６についての調査報告を致しま

す。 

 譲渡人と３月１８日午前９時５０分頃、電話にて聞き取りを致しまし

た。 

 申請人の譲渡人、譲受人ともに記載通りです。 

 土地の所在等も記載通り、奄美市住用町神屋下田の土地４筆、合計１,

４２６㎡で記載通りです。 

 譲受人は姪御さんのご主人で、農業をしてみたいとの希望があり、当該

農地は自分が持っていても手が行き届かずに荒らさられるよりは譲受人

に譲った方が良いと判断し、贈与としたようです。 

 以上、調査報告終わります。 

 ご審議の程よろしくお願いします。 

 

 

（榮 委員）土地についての説明 

 農地の状況報告を行います。 

 現況は雑木、竹等が茂り整地には重機等を使用した作業が必要と思わ

れ、本人にその点を確認したところ、その段取りを得た上でタンカンを 

 植樹するとの事でした。 

 尚、農地法第３条の調査書につきましては、 

 農地法第３条の調査書、第２項１号、第２項第４号、第２項第７号につ

きましては別紙のとおりですので報告致します。 

 皆様のご審議をお願いします 

 

 

（榮 委員）譲受人についての説明 

 農地法３条による№７の案件について調査報告を行います。 

 ３月１８日月曜日、午前１１時３０分、当該現地において申請内容の確

認を行いました。 

 譲渡人、譲受人の関係性は同じ集落出身と言う事であり、申請書に記載 

された農地の所在、地番、面積等を確認したところ贈与による所有権の

移転という契約内容ではなく譲渡人、譲受人の双方合意による農地交換

という契約内容でした。 

 

 

（榮 委員）譲渡人についての説明 

 譲渡人に確認してところ旦那さんが携帯電話に出られ双方合意の上での

農地交換申請ですとのことでした。 

 

 

（榮 委員）土地についての説明 

 当該農地は両側が盛土造成された農地に挟まれ排水の便が悪い状況下に

あり高さを均一にする必要性があろうかと思われました。 

 尚、農地法第３条の調査書につきましては第２項１号、第２項第４号、

第２項第７号につきましては別紙のとおりですので報告致します。 

 皆様のご審議をお願いします 



１２番 
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１２番 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （山田 委員）譲受人についての説明 

 議案第１４号農地法第３条の規定による許可申請書、№８の件について

報告いたします。 

 譲受人へ３月１７日、午後６時３０分に電話がやっと通じまして、お話

しをお聞きいたしました。 

 この方は、この地区の農地購入の件で２度お会いしてお話しを伺ってい

ます。土地を購入したいきさつは、譲渡人は普段からの農業の仲間で買

って欲しいとの話しがあり購入にいたったようです。 

 土地の所在は奄美市名瀬西仲勝増里、面積は〇〇㎡で対価が〇〇円で間

違いありません。 

 譲受人は４０年も農業をされている方でこの地区で数か所農地を所有

し、使用されている方なので問題ないと思います。 

 

 

（日高 委員）譲渡人についての説明 

 ３月１９日午前１０時、岸田会長、高山推進員同行のもと譲渡人のご自

宅にて譲渡人、娘に聞き取り調査を行いました。 

 譲渡人は１００歳ではあるが大変お元気で、当該農地で毎日農作業に励

まれているとのことでした。 

 ただ、ご高齢のため、元気なうちに資産整理をしたいという希望で知人

である譲受人へ譲ることになったそうです。 

 所在、面積、対価は申請とおりであります。 

 所有権が移転した後も元気なうちは譲受人と一緒に農作業は続けたいと

の事でした。 

 

 

（日高 委員）土地についての説明 

 同日、午前１１時に現地調査しました。 

 全面、耕作されており野菜が数種類植えてありました。 

 引き続き、農地として継続できる状態で問題はないと思います。 

農地法第３条の調査書につきましては第２項１号、第２項第４号、第２

項第７号につきましては別紙のとおりですので報告致します。 

 皆様のご審議をお願いします 

 

 

（山田 委員）譲受人についての説明 

 議案１４号、農地法第３条の規定による№９についての調査報告を致し

ます。 

 譲受人の申請に記載されている連絡先へ５～６度電話をかけても通じな

く事務所へ頼んだり、代理人へ頼んだりしまして３月１８午後５時３０

分頃電話がかかってきましたので聞き取りを致しました。 

 土地の所在等は、奄美市住用町山間字戸玉の土地で○○㎡、対価が〇〇

円、地目は畑、記載通りです。 

 譲受人は〇〇で農業をされていますので農業をすることについては問題

ないと思います。 

 現在、所有している〇〇の農地でタンカンを作っています。 

５５ページの営農計画書の現在の経営状況及び年間販売高のところで、 
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住用 

 

 

 

 

 

 

４番 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２番 

 

 

 

 

 

 

１２番 

 

年間、○○円は少なくないですかと尋ねました。ご自分で会社を経営し

ていますので、大半は取引先への贈答用として使用していますとのこと

でした。 

当該土地へのタンカンを２０本ほど植えたいとのことでした。 

この土地は家が建っていた土地なので整地が必要なようです。 

整地のために必要な機材は所有しています。家が建っていて地目は畑で

す。 

ご審議の程よろしくお願いします。 

 

 

（朝井 任用職員）譲渡人についての説明 

 農地法第３条の規定による№９について、譲渡人の調査報告を致しま

す。 

 譲渡人は鹿児島市にお住まいですので３月１３日水曜日午前９時３５分

頃に電話にてご本人にお話しを聞くことができました。 

 土地の所在地、及び権利の設定等に係る対価記載内容に間違いないとの

ことでした。 

ご審議の程よろしくお願いします。 

 

 

（榮 委員）土地についての説明 

 農地法第３条の規定による№９の農地報告を行います。３月１８日月曜

日午前１０時３０分支所の朝井さん、私の２人にて現地確認を行いまし

た。 

当地は戸玉集落に在り、以前は地目変更が行われないままにブロック壁

と家屋が建てられ現在は朽ちたトタン屋根を残した廃屋が残骸化し雑

草、樹木が茂っておりました。市道沿いの農地は軽い草刈りを行えばタ

ンカン植樹は可能ですが残りの農地は廃屋の残骸処理、樹木の抜根作業

等、大掛かりな整地が必要かと思われました。 

尚、農地法第３条の調査書につきましては第２項１号、第２項第４号、

第２項第７号につきましては別紙のとおりですので報告致します。 

 皆様のご審議をお願いします 

以上です。 

 

 

（朝 委員）譲受人についての説明 

議案１４号の農地法第３条の規定による許可申請書№１０の譲受人と譲

渡人及び、土地について調査報告を致します。 

 ３月１８日午前９時頃、申請地にて本人から話しを伺いました。 

 譲受人は申請地の傍で野菜を栽培しております。譲渡人と譲受人は兄弟

であり、申請地は譲受人が耕作しており、贈与での移転ということでし

た。 

又、申請書のとおり間違いはありませんとのことでした。 

 

 

（朝 委員）譲渡人についての説明 

 ３月１８日午前９時頃、自宅を訪問し本人から話しを伺いました。 
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事務局 

 

 

 

１番 

 

 

 

 兄弟間の贈与での移転であり、申請書のとおり間違いありませんとのこ

とでした。 

 

 

（朝 委員）土地についての説明 

 ３月１８日午前９時頃から、竹山主幹、前田推進員、譲受人で現地を確

認しました。 

 ６２ページと６４ページをご覧ください。申請地は譲受人の住宅と隣接

しており公募上は田ですが現況は畑で譲受人がニンニクを栽培していま

した。申請地の西側周辺は田ですが、ほとんどが休耕地です。 

農地法第３条の調査書につきましては第２項１号、第２項第４号、第２

項第７号につきましては別紙のとおりですので報告致します。 

 皆様のご審議をよろしくお願いします。 

 

 

（岸田 会長） 

それでは№６から順次、質疑に入ります。 

 

質疑はございませんか。 

 

（里 委員） 

 №６について伺います。 

 ６ページをご覧ください。 

 自作地もないにもかかわらず年間従事日数が２００日となっています

が、〇〇司法書士の委任された№６、№７、№８の申請書の年間従事日

数が全部２００日になっているということはどういうことなのでしょう

か。書類を同じものにつけまわししているようにしか思えないのですが 

 

 

（榮 委員） 

 書類制作上こういった日数を記入していると思うのですけど、私が本人

と話ししたときに基本的に建設会社で働いていて役勝集落でタンカンを 

 作りたいと言う事で従事日数の基準とかあるのでしょうか 

 事務局にお尋ねします。 

 

 

（中村 室長） 

 従事日数は農地取得の要件で原則１５０日以上となっているのですが 

 植えている作物によって必要な作業日数であれば１５０日以内でも構わ

ないとなっています。 

 

 

（濱手 委員） 

 色々、日数の話しになっていますけど、おっしゃるように農業は毎日必

ず行かなきゃならない作物と、それがタンカンのように毎日行かなくて

も、行って様子見るだけでもできると言うことで日数にこだわらない必

要があるのではと思います。 



事務局 

 

 

 

３番 

 

 

４番 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

３番 

 

 

事務局 

 

 

７番 

 

 

 

 ４番 

 

 

 

７番 

 

 

（池 局長） 

 〇〇司法書士事務所へ書類等の確認をして指導したいと思いますのでご

理解の程お願いします。 

 

 

（日高 委員） 

 先程、№７の調査報告で農地の交換というお話しがありましたけど、交

換は構わないですけど交換する農地はいつの申請なのでしょうか 

 

 

（榮 委員） 

 これについては、もう片方も申請するんだろうなと思っているのですが 

 これは登記がまわるのか関係があると思いますが、それは事務局で確認

をしてほしいです。 

 契約内容自体書類上大丈夫なのか、すぐ相手側に電話で連絡して確認し

たところです。 

 

（池 局長） 

 私も何も聞いておりません。 

 榮委員が調査をしているときに交換となっています。 

 しかしながら、今回は贈与と言う審査であります。交換については事務

局から連絡をしたいと思います。 

 

 

（日高 委員） 

 この場合、両方申請があったとしても書き方としては贈与でよろしいの

でしょうか、交換な場合贈与でもよろしいのでしょうか表現として。 

 

 

（池 局長） 

 以前、笠利で２件ありました。その場合は交換となっています。 

 

 

（里 委員） 

 №７の農地面積が６,８２０㎡タンカンで営農計画書では売り上げがな

いということは植え付けて間もないということですか 

 

 

（榮 委員） 

 これについては植え付けております。家族経営という感じでしており幼

木が多いです。 

 

 

（里 委員） 

 わかりました。 

 

 



議長 
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（岸田 会長） 

他に質疑はありませんか 

 

質疑がないようですから、これをもって質疑を終結いたします。 

 

お諮りいたします。 

 

本件について承認することに賛成の委員は挙手をお願いします。 

 

全員賛成であります。 

 

よって、「議案第１４号 農地法第３条の規定による許可申請，№６～№１０

について」、審議の結果これを承認することに決定いたしました。 

 

 

≪日程第４≫ 

「議案第１５号 農地法第５条の規定による許可申請№５～№８につい 

て」議題といたします。 

                                                                                                                                              

事務局に議案の朗読及び説明を求めます。 

 

（池 局長） 

 議案第１５号、５条の許可申請について 

６５ページをお開き下さい。 

今月の５条申請は５件で全て売買の申請でございます。 

 

 

６６ページをお開き下さい。 

№５の申請内容といたしましては奄美市笠利町大字喜瀬の１筆の農地の

申請です。 

農地区分は第２種農地であります。 

譲渡人の１筆の農地の面積は４６０㎡で売買による申請となります。 

農地取得後は、別荘とバーべキュー施設を建設する予定であります。 

 

 

８１ページをお開き下さい。 

№６の申請内容といたしましては奄美市笠利町大字用安の２筆の農地の

申請です。 

農地区分は第２種農地であります。 

譲渡人の２筆の農地の面積は１，０１５㎡で売買による申請となります。 

農地取得後は、宿泊施設を建設する予定であります。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 
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事務局 

 

 

８１ページをお開き下さい。 

代替え地の件につきましては龍郷町の土地となっております。 

この代替え地につきましては龍郷町農業委員会に問い合わせたところ、

申請用地と同様な面積で海沿いの土地となって問題ないということであ

ります。 

また、土地につきましては令和５第７回の総会にて農振除外の許可がさ

れております。 

 

 

９３ページをお開き下さい。 

№７の申請内容といたしましては奄美市名瀬和光町の１筆の農地の申請

です。 

農地区分は第３種農地であります。 

譲渡人の１筆の農地の面積は１６１㎡で売買による申請となります。 

申請内容といたしましては、一般住宅を建設する予定であります。 

登記簿に抵当権がありますが、行政書士に問い合わせたところ譲受人は

了承しているとのことでした。 

 

 

１０２ページをお開き下さい。 

№８の申請内容といたしましては奄美市名瀬有屋町の１筆の農地の申請

です。 

農地区分は第３種農地であります。 

譲渡人の１筆の農地の面積は１６５㎡で売買による申請となります。 

申請内容といたしましては、一般住宅を建設する予定であります。 

 

以上４件でございます。 

 

 

（岸田 会長） 

それでは№５から順次、担当調査委員による譲受人、譲渡人、土地につ

いて順次調査報告お願いいたします。 

 

 

（竹山 主幹）譲受人についての説明 

 農地法第５条の規定による№５について、調査報告を致します。 

 ３月１８日月曜日、午後零時５７分頃に受け人と電話でお話しを聞くこ

とができました。 

 受け人は別荘の建設を行うことが目的の申請ということです。 
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１２番 

 

 

 

申請内容について確認しましたが記載内容に間違いないとのことでし

た。 

 皆様のご審議をお願いします。 

 

 

（濱手 委員）譲渡人についての説明 

 農地法第５条の規定による許可申請書№５の譲渡人について調査報告を

致します。 

 ３月１９日午後６時３０分頃、譲渡人の自宅でお話しをお聞きしまし

た。この書面については間違いないとのことでした。この物件の話しは

不動産屋さんから話しがあったとの事でした。又、〇〇㎡は坪単価に換

算しますと〇〇坪となり、坪単価は〇〇円となりますがと申したら間違

いないとのことでした。 

以上、報告致します。 

皆様方のご審議の程、宜しくお願いします。 

 

 

（朝 委員）土地についての説明 

議案１５号の農地法第５条の規定による許可申請について、№５の土地

についての調査報告をいたします。 

土地につきましては３月１８日午前９時３０分頃、前田推進員、竹山主

幹と３人で現地を確認しました。６８ページをご覧ください。 

申請地は耕作されておりませんが、きれいに草刈りがされていました。 

申請地の西側は海浜地で堤防の上が道となっております。 

北側は雑種地で、東、南側は田ですが、いずれも荒廃地となっておりま

した。 

以上報告をいたします。 

皆様のご審議をよろしくお願いします。 

 

 

（竹山 主幹）譲受人についての説明 

農地法第５条の規定による№６について調査報告をいたします。 

３月１８日月曜日、午前１０時５８分頃に譲受人の会社の代表者にお電

話でお話を聞くことができました。 

当該地は去年７月の当委員会において農振除外の認定を行っている土地

であります。譲受人は宿泊施設の建設を行うことが目的の申請というこ

とです。 

申請内容について確認しましたが記載内容に間違いないとのことでし

た。 

皆様のご審議をお願いします。 

 

 

（山田 委員）譲渡人についての説明 

 議案１５号、８１ページ、農地法第５条の規定による№６についての調

査報告を致します。 

 譲渡人へ３月１６日午前１１時１５分頃電話にて聞き取り確認いたしま

した。 
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 土地の所在、奄美市笠利町大字用安字大木下の土地２筆、面積〇〇㎡、

地目は畑で農振除外地です。対価が〇〇円、記載通りで間違いありませ

んとのことでした。 

 以上、調査報告終わります。 

 ご審議の程よろしくお願いします。 

 

 

（土浜 委員）土地についての説明 

農地法第５条の規定による№６の土地について調査報告をいたします。 

 ３月１８日、午前９時４０分事務局の竹山主幹、前田推進員と一緒に現

地確認をしてきました。資料の８４，８５ページをご覧ください。 

 申請地は用安集落の外れにあり現在は牧草が刈り取られていた後が残さ

れている状態でした。 

 周辺の農地への影響もなく問題ないと思います。 

ご審議の程よろしくお願いします。 

 

 

（山田 委員）譲受人についての説明 

 農地法第５条の規定による№７について調査報告をいたします。 

 譲受人のご主人と３月１６日午後零時にて聞き取り確認いたしました。 

 土地の所在、奄美市名瀬和光町、面積○○㎡、目的は一般住宅建設であ

ります。 

 現在、マンションに住まわれていて、不動産屋さんの仲介で購入に至っ

たようです。 

 土地の対価が〇〇円、造成費○○円、建築費〇○円、合計〇〇円記載通

りで間違いありませんとのことでした。 

 資金調達も問題ありません。 

又、付近は住宅地でもあり転用行為の確実性等は問題ないと考えます。 

９６ページに案内図、９８ページに建築設計図９９ページ、１００ペー

ジに被害防除計画書、被害防除に関する誓約書も添付されています。 

問題ないかと思います。 

以上、調査報告終わります。 

ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

 

（勝 次長）譲渡人についての説明 

 農地法５条に係る調査報告をいたします。 

 ９３ページ№７の譲渡人が埼玉県にお住まいですので３月２０日午後４

時頃、電話にて申請内容の確認をいたしました。 

 譲渡人の住所、移転する土地の所在、権利の設定等に係る対価等の記載

内容にも間違いないとの事を確認いたしました。 

 委員のみなさのご審議をよろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

 

 

（濱手 委員）土地についての説明 

 農地法第５条の規定による№７の土地について調査報告をいたします。 



 

 

 

 

 

 

１番 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

１３番 

 

 

 

 

 

 

 

 

３月１７日午後２時頃、現地を確認いたしました。 

この場所は道路沿いにあり道路沿いの他は３方とも住宅に囲まれていま

した。この土地は草刈り等はいらないほどの短い草が生えており、いつ

でも着工できる様な感じでした。 

以上、報告いたします。 

皆様方のご審議の程よろしくお願いいたします。 

 

 

（濱手 委員）譲受人についての説明 

 農地法第５条の規定による許可申請書№８の譲受人について調査報告を

致します。 

 ３月１８日午後６時３０分頃、譲受人と直接面接してお話しを聞くこと

ができました。車で和光町を回って住所を探しましたが、なかなか見つ

からず電話で話しをして道路まで出てきてもらい面接が出来ました。 

 ３才ぐらいの女の子と１才ぐらいの子を抱いて散歩の状態で合いました

ので本人の家の近くで書面を見ながら話しをしました。 

 この書面については間違いないとの事でした。 

 この書面上で計算しますと坪単価○○円になりますかといいますと、そ

れで間違いないとのことでした。 

 資金の調達は○○銀行とのことでした。又、建築開始は、この許可が下

りましたら今年の７月から８月には着工できるとのことです。 

 以上、報告致します。 

 皆様のご審議の程よろしくお願いいたします。 

 

 

（勝 次長）譲渡人についての説明 

 農地法５条に係る調査報告を致します。 

 １０２ページ、№８の譲渡人が鹿児島にお住まいですので３月２０日午

後４時頃、電話にて申請内容の確認をいたしました。 

 譲渡人の住所、移転する土地の所在、権利の設定等に係る対価等の記載

内容にも間違いないとの事を確認いたしました。 

 委員の皆様のご審議の程よろしくお願い致します。 

 以上でございます。 

 

 

（田中 委員）土地についての説明 

 農地法第５条の規定による許可申請書№８の土地について調査報告を致

します。 

 ３月１９日午前８時３０分現地を確認しました。１０６ページをご覧く

ださい。場所は有屋町の住宅地内で周りは住宅に囲まれております。 

 地図内では周りに少し農地があるように表示されていますが、現在はほ

ぼすべての土地が住宅に変わっています。 

 現在、少し雑草が生えている状況で、事前着工はありません。 

 生産性の低い畑であり、農業には向いてない土地と判断いたします。 

以上、報告いたします。 

 

 



議長 

 

 

 

１１番 

 

 

 

 

笠利 

事務局 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

（岸田 会長） 

それでは№５から順次、質疑に入ります。 

 

質疑はございませんか。 

 

 

（栄 委員） 

 №６についてここは色々と問題になった場所だったと思うのですが、農

振は、さっき何ておっしゃっていましたか 

 農振は除外されているんですよね。 

 

 

（竹山 主幹） 

 昨年の７月に総会で協議されて承認は出ています。 

 県の許可が出たのは最近ということで今回の申請にいたりました。 

 

 

（岸田 会長） 

 他に質疑はありませんか 

 

質疑がないようですから、これをもって質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。 

 

本件について承認することに賛成の委員は挙手をお願いします。 

 

全員賛成であります。 

 

よって、「議案第１５号 農地法第５条の規定による許可申請，№５～№８に

ついて」、審議の結果これを承認することに決定いたしました。 

 

 

≪日程第５≫ 

「議案第１６号 非農地の認定について№９～№１０」を議題といたし 

ます。 

 

事務局に議案の朗読及び説明を求めます。 

 

 

（池 局長） 

 議案第１６号 非農地証明願いについて 

１１３ページをお開き下さい。 

今回の申請は２件で内訳は名瀬地区が２件の申請です。 

 

１１４ページをお開き下さい。 
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№９につきましては奄美市名瀬大字大熊の２筆で８３８㎡の申請であり

ます。 

１１７ページの案内図から大熊集落の山裾が申請地となっております。 

 

１１９ページをお開き下さい。 

№１０につきましては奄美市名瀬大字西仲勝の２筆と伊津部勝の２筆、

朝戸の１筆で合計６,２２２㎡の申請であります。 

それぞれの案内図から、ほとんどが山裾や山の中が申請農地であります。 

 

以上２件でございます。 

 

（岸田 会長） 

本案に対する担当調査委員による調査意見の報告を求めます。 

  

それぞれ№９から担当調査委員から報告をお願いします。 

 

 

（田中 委員）願出人についての説明 

 議案１６号、非農地申請№９の願出人について調査報告いたします。 

 ３月１７日午後７時４０分電話で話しを聞くことが出来ました。 

 土地の所在等、書類の記載内容に間違いないとのことでした。 

 以上、報告致します。 

 

 

（濱手 委員）土地についての説明 

 非農地証明願№９についての調査報告を行います。 

 ３月２０日午後２時頃現地を確認致しました。 

 願出人が都合で立ち会えませんでしたので従弟さんが現場まで行き立ち

会ってくれました。ここは大熊の都市計画で宅地を広げるため山裾を削

ったので相当な土留めがあり、この畑へ行く農道は勾配がきつく農道は

水にえぐられて歩けない状態でしたので案内役の従兄さんは途中で境界

線まで行くのを諦めました。 

 大きな木と竹藪があるので、そこが境界という事で、１人でそれを確認

に行きました。 

 その境界から下を見ると雑木などが伸びており畑に戻すのは相当な労力

と機械が必要と感じました。この地形、農道の状態から非農地と認める 

ということが相当と思いました。 

 以上、報告します。 

 皆様のご審議の程よろしくお願い致します。 

 

 

（日高 委員）願出人についての説明 

 ３月１９日午前１０時、岸田会長、高山推進員同行のもと願出人のご自

宅にて本人と本人の娘さんに聞き取り調査をしました。 
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 申請内容、所在地、現状を聞き取り相違がないことを確認しました。 

 今後も農地としての予定はないとのことです。 

 

 

（日高 委員）土地についての説明 

 同日、３月１９日午前１０時１５分頃、岸田会長、高山推進員同行のも

と各筆を調査しました。 

 西仲勝字神ノ原は西仲勝の山中で現地までの道も途中で途絶えている場

所で当該地の明確な所在はわからなく周辺全体が原野でした。 

 西仲勝字池畑原については農業振興地域であるが狭小地で市道に一辺が

接していました。大木が生い茂り、隣は土木関係の事務所があり車の出

入りが激しい場所です。再生させても生産性の低い農地です。 

 朝戸字尾崎原については奄美市農業研究センター裏の何処かでありま

す。現地確認は不可能な山林であります。 

 伊津部勝字城田の２筆については伊津部勝集落奥の山中で昔、願出人が

牛や山羊を飼っていたとのことでしたが現在は壊れた小屋が残るのみで

原野化していました。農地としての再生は厳しいと感じました。 

以上、報告します。 

 皆様のご審議の程よろしくお願い致します。 

 

 

（岸田 会長） 

これから本案に対する№９～№１０の質疑に入ります。 

    

質疑がないようですから、これをもって質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。 

 

本件について承認することに賛成の委員は挙手をお願いします。 

 

全員賛成であります。 

 

 

よって、「議案第１６号 非農地の認定について№９～№１０につい

て」は、審議の結果これを承認することに決定いたしました。 

 

 

≪日程第６≫ 

「議案第１７号 奄美市農用地利用集積計画（利用権設定）の合意解約の決

定について」と 

「議案第１８号 奄美市農用地利用集積計画（利用権設定）のの決定につい

て」を議題といたします。 

 

この議案に関しましては１番 濱手委員 の案件がありますので退出の程、

お願いいたします。 

 

それでは、事務局に議案の朗読及び説明を求めます。 

 



事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

（池 局長） 

議案第１７号農用地利用集積計画（合意解約）の決定について   

議案第１８号農用地利用集積計画の決定について 

 

１２９ページの総括表、１３０ページの終期管理表をお開き下さい。 

議案１７号合意解約につきましては名瀬地区が４件６筆で５,５５８㎡、

住用地区が１件１筆で１,１９４㎡合計６,７５２㎡となっています。 

 

解約の理由につきまして説明報告いたします。 

住用地区につきましては兄弟間で農地の貸し借りを行っていましたが、

今回農地法３条申請にて解約したとのことです。 

 

名瀬地区につきましては規模の縮小により解約を行ったところです。 

また、解約した農地につきましては新たに利用権を設定することとなっ

ております。 

 

 

１３５ページの総括表１３６ページの終期管理表をお開き下さい 

議案１８号利用権につきましては名瀬地区の４件で５,４０５㎡、を利用

権設定するものです。 

以上、議案１７号、１８号の説明でございます。 

 

内容につきまして，農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を

満たしていることを報告いたします 

 

 

（岸田 会長） 

これから本案に対する質疑に入ります。 質疑はございませんか。 

 

質疑がないようですから、これをもって質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。 

 

本件について承認することに賛成の委員は挙手をお願いします。 

 

  

全員賛成であります。 

 

よって、「議案第１７号～１８号について」承認することに決定し、その旨を

市長に通知いたします。   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１番 濱手委員の入室をお願いいたします。 

 

 

≪日程第７≫ 

「議案第１９号 奄美市農用地利用集積計画（中間管理機構）の決定につい

て」議題といたします。 

 

それでは事務局に議案の朗読及び説明を求めます。 

 

 

（池 局長） 

議案１９号 奄美市農用地利用集積計画（中間管理機構）の決定につい 

て   

 

１４０ページの総括表をお開き下さい。 

議案１９号の農地中間管理機構による利用権の契約内容といたしまして

は名瀬地区が１件１筆で面積は１,０２４㎡でございます。 

 

また、笠利地区につきましては１件４筆で面積は２,１９８㎡でございま

す。 

 

作物名など、その他につきましてはお目通しください。 

 

以上であります。  

 

 

（岸田 会長） 

これから本案に対する質疑に入ります。 

 

質疑はございませんか。 

 

質疑がないようですから、これをもって質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。 

 

本件について承認することに賛成の委員は挙手をお願いします。 

 

全員賛成であります。 

 

よって、「議案第１９号 奄美市農用地利用集積計画（中間管理機構） の決

定について」は、審議の結果これを承認することに決定いたしました。 

以上で、本日に用意した議事日程は全て審議を終了いたしました。 



 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

連絡事項等があるようでしたら、協議会へ移します。 

 

（池 局長） 

＜ 協議会 ＞ 

１． 協議事項 

① 奄美市農業委員会による盛土の規制について 

・住用地区（山間集落）松原輝和さんへの意見 

・笠利地区（和野集落）リアルトラスト 再田さんへの意見 

② 市有地農地の件について 

２． 連絡事項 

① ４月の臨時総会の日程について 

② 事前協議の日程  ４月１２日 金曜日 ９：３０～ ３F 会議室 

③ 総会の日程    ４月２５日 木曜日 ９：３０～ ５F 会議室 

 

 

（岸田 会長） 

それでは，正会に返します。 

 

 

 以上で、本日用意した案件は全て審議を終了いたしました。 

本日はこれにて散会いたします。 

 

 

お疲れ様でした。           

 

 

 

閉 会 
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